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企 画 競 争 説 明 書 

 

 この企画競争説明書は、本業務に係る企画競争に参加しようとする者（以下「参加者」という。）が熟知し、

かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

 

１ 企画競争に付する事項 

 (１) 業務名 

    令和８年度外国語教育推進事業労働者派遣業務 

 (２) 業務目的 

    県内の県立学校に外国人ネイティブ・スピーカー（以下「ＮＳ」という。）を派遣し、児童・生徒の外

国語による実践的コミュニケーション能力の向上及び国際理解教育の推進等を図るもの。 

 (３) 業務内容 

岩手県教育委員会が指定する県立学校に対し22名以上のＮＳを派遣し、以下に掲げる業務を履行する

こと。 

 ア 各県立学校が計画する外国語教育活動の業務に関すること   

イ 国際理解教育、外国語教育に関するコンサルティング 

ウ 国際理解教育、外国語教育に係るレッスンの企画及び提案 

エ 教職員に対する有効な教授法、指導案作成に関する支援及び情報提供 

オ 教職員に対する効果的な授業実践に関する支援及び情報提供 

カ その他岩手県が必要と認め、受託者と協議の上、受託者が合意した業務に関すること 

 (４) 委託期間 

    令和８年４月13日（月）から令和９年３月５日（金）まで 

 (５) 見積限度額 

    108,942千円以内（消費税及び地方消費税額を含む） 

 

２ 企画競争参加資格 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続

開始の申立てがされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立て

をしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(３) 岩手県から、一般委託契約に係る入札参加制限措置基準（平成23年10月5日出第116号）に基づく

入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 

(４) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）

第５条による許可を受けている者であること。 

(５) 業務実施の主体として、本件の業務と同等の業務を確実に履行した実績を有する者であること。 
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３ 参加者に求められる事項 

(１) 参加者は、企画競争参加資格（以下「参加資格」という。）の審査に必要な書類として、次の書類（以

下「審査書類」という。）を各１部、令和８年３月６日（金）午後５時までに 10 の場所に提出しなけ

ればならない。 

ア 企画競争参加申請書（様式第１号） 

イ 団体概要書（様式第２号） 

   ウ 納税証明書 

（ア）県内に事務所又は事業所を有する者 

ａ 審査書類を提出する日（以下「提出日」という。）の属する年の直前１年間に岩手県に納付した

事業税の納税証明書 

ｂ 提出日の属する年の直前１年間に納付した消費税及び地方消費税の納税証明書 

（イ）県内に事務所又は事業所を有しない者 

ａ 提出日の属する年の直前１年間における所得税又は法人税の納税証明書 

ｂ 提出日の属する年の直前１年間に納付した消費税及び地方消費税の納税証明書 

エ 提出日の属する年度の前年度及び前々年度の決算期に作成した各事業年度の財務諸表（賃借対照表、

損益計算書及び利益処分に関する書類をいう。） 

   オ 労働者派遣事業許可証の写し 

（２） 審査書類を提出した者は、提出した審査書類について説明を求められた場合は、それに応じなければ

ならない。 

（３） 審査書類は、岩手県において審査するものとし、参加資格を有すると認められた者に限り技術提案書

を提出できるものとする。 

    なお、審査書類の補足、補正等は認めるが、令和８年３月６日（金）午後５時までとする。 

（４） 審査結果は、令和８年３月９日（月）までにＦＡＸにより通知する。 

 

４ 技術提案書の提出 

（１） ３（４）により参加資格を有すると通知された者は、技術提案書（様式任意）を令和８年３月12日

（木）午後５時までに10の場所に提出しなければならない。 

なお、期限までに提出のなかった者は、参加資格を失うものとする。 

（２） 技術提案書はＡ４判とし、次の項目を必ず記載すること。 

    なお、提出部数は、８部（正本１部、副本７部（副本は写しでも可））とする。 

   ア 同様の業務を受託した実績状況 

     過去３年間の業務実績を県内、県外ごとに区別したものとすること。 

イ ＮＳの採用体制、企画提案書提出時点でのＮＳ登録数 

   ウ ＮＳの研修体制、労務管理体制（社会保険料等の加入状況含む） 

   エ ＮＳの危機管理体制 

   オ 本業務の効果的な活用方法 
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   カ 本業務に係る経費の概算見積額 

     人件費、交通費、損害保険料、諸経費などの各経費を区分し作成すること。 

 

５ 企画提案会の実施 

 （１） 企画提案会は、令和８年３月17日（火）に実施するものとし、開始時間等の詳細については、別途通

知する。 

（２） プレゼンテーションの時間は30分以内とし、10分程度の質疑応答を予定していること。 

（３） 提案・説明者は３人以内とすること。 

 

６ 審査方法等 

 (１) 審査方法 

    技術提案書及び企画提案会でのプレゼンテーションに基づいて、選定委員会の委員が、別表「令和８

年度外国語教育推進事業労働者派遣業務 選定基準」により審査する。 

 (２) 審査結果等の通知及び公表 

    審査結果は、契約予定人を決定後、企画提案会の参加者に文書で通知する。なお、電話等による問い

合わせには応じないものとする。 

    審査結果は、県のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。 

 

７ 本業務に関する質問 

質問がある場合は、令和８年３月４日（水）午後５時までに質問書（様式第３号）を郵便、電子メール又

はＦＡＸにより、10の場所に提出すること。 

 

８ 契約に関する事項 

県は、決定した契約予定人に正式な見積書を依頼し、予定価格の範囲内で委託契約をする。 

なお、契約を締結するまでの間に、著しく不適当と認められる事情が生じた場合には、契約を締結しない

ことがある。 

 

９ その他事項 

(１) 企画競争の参加に要した費用については、全て参加者が負担するものとする。 

(２) 技術提案書を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出すること。 

(３) 審査書類及び技術提案書（以下「提出書類」という。）に虚偽の記載をした場合には、提出書類を無効

とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあること。 

(４) 提出書類は返却しないものとする。 

(５) 提出期限後の提出書類の差し替え、修正は、原則として認めないものであること。 

  (６) 提出書類は、岩手県及び選定委員会における使用に限り、必要に応じて複写することがあるもの。 

(７) 令和８年度予算が成立しなかったときは、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 
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10 企画競争に関する事務を担当する部局の名称及び所在地（問い合わせ先） 

  岩手県教育委員会事務局 学校教育室 高校教育担当 

   住所 〒020-8570 盛岡市内丸10番１号 岩手県庁舎10階 

   電話 019-629-6141（直通）  FAX  019-629-6144 

   電子メールアドレス DB0003@pref.iwate.jp 
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【別 表】 

令和８年度外国語教育推進事業労働者派遣業務 選定基準 

   

選定基準 審査項目 審査内容 

１ 業務を適正か

つ確実に実施でき

る能力を有してい

ること 

会社の業務内容に関す

ること 

会社のコンセプト、業務内容等が、本業務の目的の達成に適

しているか 

外国語指導のカリキュラム、指導法、教材等に関する研究体

制は十分か 

本業務に対する理解度は十分か 

２ 業務の効率的

かつ効果的な運用

を図ることができ

るものであること 

ＮＳの採用体制に関す

ること 

ＮＳの採用体制、採用基準、採用方法が本業務の実施に適し

ているか 

ＮＳの研修体制に関す

ること 

採用から派遣先での業務を行うまで、及び業務を開始してか

らの研修体制は十分か 

ＮＳの労務管理体制に

関すること 

ＮＳに対する勤務評価の方法、連絡体制、その他労務管理の

体制は適切か 

危機管理体制に関する

こと 

ＮＳが関係する事故等への対応、欠員等が生じた場合の対

応、各種保険への加入等は適切か 

国際理解教育、英語教育

に関すること 

国際理解教育、英語教育に関するコンサルティング等は十分

か 

教職員に対する支援に

関すること 

教職員に対する支援及び情報提供の体制は十分か 

受託実績に関すること 本業務と同様の業務の受託実績は十分か 

その他 外国語教育におけるＮＳの効果的・効率的な運用方法の提案

内容は有効か 

３ 確実な業務の

実施にあたり経費

の積算が妥当であ

ること 

参考見積の額及び積算

内容に関すること 

事業の積算に係る単価や経費が妥当であり、業務の提案内容

と整合性がとれているか 

 


